
（ 15 ） 広　報　か　み 平成20年10月号

お　知　ら　せ

（広告）

「秋の観光シーズン」の到来、旅行のことなら。
小グループの旅行から、各種団体旅行まで手配致します。

（有）香北観光 　（有）香北観光トラベルへ
秋季ツアー ９月２４日付けの高知新聞にチラシを入れております。

詳しいお問い合わせは　TEL５９－３３９３　FAX５９－２３５５

《
そ
の
他
》

有
害
鳥
獣
予
察
捕
獲
を
実
施

　

市
内
の
有
害
鳥
獣
に
よ
る
農

林
作
物
へ
の
被
害
の
軽
減
を
目

的
と
し
て
、
10
月
末
ま
で
市
内

一
斉
の
予
察
捕
獲
を
実
施
し
ま

す
。

　

猟
銃
や
猟
犬
、
わ
な
に
よ
る

捕
獲
と
な
り
ま
す
の
で
、
期
間

内
に
山
に
入
ら
れ
る
方
は
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

【
期
間
】
９
月
28
日
（
日
）
〜

10
月
31
日
（
金
）

※

特
に
土
・
日
曜
は
捕
獲
強
化

日
と
し
て
い
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

林
政
課
（
物
部
支
所
内
）

☎
58

－

３
１
２
０

香
北
支
所
業
務
管
理
課

☎
59

－

２
３
１
５

農
政
課
内
林
政
課
支
所

☎
53

－

１
０
６
２

里
親
を
求
め
て
い
る
子
ど

も
た
ち
が
い
ま
す

　

〜
10
月
は「
里
親
月
間
」で
す
〜

　

親
の
病
気
や
さ
ま
ざ
ま
な
事

情
に
よ
っ
て
、
家
族
と
生
活
で

き
な
い
子
ど
も
た
ち
が
い
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
子
ど
も
と
温

か
い
家
庭
的
な
雰
囲
気
の
中
で

共
に
暮
ら
し
、
健
や
か
な
成
長

を
見
守
り
な
が
ら
、
自
立
を
支

援
す
る
里
親
を
求
め
て
い
ま

す
。
里
親
に
関
心
の
あ
る
方

は
、
次
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

高
知
県
中
央
児
童
相
談
所

☎
０
８
８

－

８
６
６

－

６
７
９
１

高
知
県
中
央
東
福
祉
保
健
所

☎
53

－
３
１
７
２

香
美
市
福
祉
事
務
所

☎
53

－

３
１
１
７

生
ご
み
処
理
容
器
購
入
補

助
制
度
を
利
用
し
て
み
ま

せ
ん
か
！
（
再
募
集
）

　

生
ご
み
の
減
量
対
策
と
し

て
、
生
ご
み
処
理
容
器
を
設
置

し
た
場
合
、
購
入
に
係
る
費
用

に
対
し
て
予
算
の
範
囲
内
に
お

い
て
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

　

家
庭
か
ら
出
る
生
ご
み
の
減

量
・
資
源
化
を
促
進
す
る
と
と

も
に
、
美
し
い
ま
ち
づ
く
り
と

生
活
環
境
づ
く
り
に
チ
ャ
レ
ン

ジ
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

環
境
課　

☎
53

－

１
０
６
３

香
北
支
所
業
務
管
理
課　

☎
59

－

２
３
１
６

物
部
支
所
業
務
管
理
課　

☎
58

－

３
１
１
１

木
造
住
宅
耐
震
診
断

　

今
年
度
の
受
付
は
、
12
月
10

日
（
水
）
ま
で
で
す
。

【
対
象
住
宅
】

　

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に

建
築
さ
れ
た
木
造
住
宅
（
２
階

以
下
の
も
の
）
。
在
来
工
法

（
軸
組
工
法
お
よ
び
伝
統
構

法
）
の
一
戸
建
て
、
長
屋
、
併

用
住
宅
お
よ
び
共
同
住
宅
で
貸

家
を
含
む
。

※

特
殊
構
造
・
特
殊
構
法
、
２

×

４
構
法
、
丸
太
組
構
法
、
工

業
化
住
宅
、
混
構
造
等
は
対
象

外
で
す
。

【
診
断
費
用
】
３
，
０
０
０
円

（
１
棟
に
つ
き
）

【
募
集
戸
数
】
30
戸

【
申
込
方
法
】

　

防
災
対
策
課
、
各
支
所
の
事

務
管
理
課
に
あ
る
申
込
書
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

防
災
対
策
課 

☎
53

－

１
０
６
１

補助対象機種

ＥＭサポート

購入金額の１／２

コンポスター

電気式処理容器

２，０００円

３０，０００円購入金額の１／３

補　助　率 補助額上限
補助基数
　（上限）

各世帯２基

各世帯１基

補助内容（１世帯につき）
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寄　
　

付

香
美
市
教
育
委
員
会
へ

　　

妻
鳥
季
男
さ
ん
（
高
知
市
）

か
ら

　

吉
井
勇
記
念
館
の
管
理
運
営

に
役
立
て
て
ほ
し
い
と
１
０
０

万
円
を
寄
付
さ
れ
ま
し
た
。

　　

原
初
惠
さ
ん
（
土
佐
山
田
町

神
母
ノ
木
）
か
ら

　

地
元
の
片
地
小
学
校
の
教
育

振
興
（
図
書
費
）
に
役
立
て
て

ほ
し
い
と
金
一
封
を
寄
付
さ
れ

ま
し
た
。

　　

新
改
子
安
地
蔵
尊
改
築
委
員

会
か
ら

　

昨
年
完
成
し
た
子
安
地
蔵
尊

の
お
堂
の
改
築
に
寄
せ
ら
れ
た

寄
付
の
一
部
か
ら
、
新
改
保
育

園
の
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
、

平
太
鼓
と
さ
く
ら
ん
ぼ
の
木
２

本
が
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。

　
香
美
市
社
会
福
祉
協
議
会
へ

　　

前
田
薫
さ
ん
（
土
佐
山
田
町

楠
目
）
か
ら

　

平
成
20
年
６
月
26
日
に
亡
く

な
ら
れ
た
夫
・
清
繁
さ
ん
の
香

典
返
し
と
し
て
10
万
円
を
寄
付

さ
れ
ま
し
た
。

ご
相
談
く
だ
さ
い
、
あ
な
た
の

ま
ち
の
行
政
相
談
委
員
へ
！

　

秋
の
行
政
相
談
週
間

 

10
月
20
日(

月)

〜
26
日(

日)

  

総
務
省
で
は
、
毎
年
10
月
に

「
秋
の
行
政
相
談
週
間
」
を
設

け
、
各
種
の
行
事
を
行
っ
て
い

ま
す
。
本
市
で
は
、
表
の
と
お

り
行
政
相
談
委
員
が
「
一
日
行

政
相
談
所
」（
無
料
・
秘
密
厳

守
）
を
開
設
し
ま
す
。
行
政
の

仕
事
や
サ
ー
ビ
ス
で
困
っ
て
い

る
こ
と
な
ど
あ
り
ま
し
た
ら
、お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

　

ま
た
、
プ
ラ
ザ
八
王
子
に
設

置
す
る
「
行
政
相
談
ポ
ス
ト
」

で
も
、
投
書
で
相
談
を
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

総
務
省
高
知
行
政
評
価
事
務
所

☎
０
８
８

－

８
２
４

－
４
１
０
０

国
保
だ
よ
り

特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
を

受
け
ま
し
ょ
う

　

40
〜
74
歳
ま
で
の
方
を
対
象

と
し
た｢

特
定
健
診｣

を
実
施
し

て
い
ま
す
。
特
定
健
診
の
対
象

者
（
注
１
）
に
は
、
今
年
５
〜

６
月
に
か
け
て
「
特
定
健
康
診

査
受
診
券
」
を
郵
送
し
ま
し
た

の
で
、
受
診
券
の
有
効
期
限
で

あ
る
平
成
21
年
１
月
31
日
ま
で

に
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

　

特
定
健
診
を
受
診
す
る
際

は
、
「
特
定
健
康
診
査
受
診

券
」
、
「
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
証
」
、
「
自
己
負
担
金
１
，

０
０
０
円
」
等
を
持
参
し
て
、

個
別
健
診
ま
た
は
集
団
健
診
の

ど
ち
ら
か
１
回
を
受
診
し
て
く

だ
さ
い
。
受
診
後
１
〜
２
カ
月

後
に
、
高
知
県
総
合
保
健
協
会

か
ら
健
診
結
果
の
通
知
書
が
届

き
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　

　

特
定
健
診
の
結
果
か
ら
、
生

活
習
慣
病
の
発
症
リ
ス
ク
が
高

く
、
生
活
習
慣
の
改
善
に
よ
る

生
活
習
慣
病
の
予
防
効
果
が
多

く
期
待
で
き
る
方
に
対
し
て
、

生
活
習
慣
を
見
直
す
サ
ポ
ー
ト

を
実
施
し
ま
す
。
対
象
の
方
に

は
、
個
別
通
知
し
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

「
健
診
を
受
け
て
目
指
そ
う

　
　
　
　
　
　

メ
タ
ボ
ゼ
ロ
」

（
注
１
）
平
成
20
年
４
月
１
日

時
点
で
香
美
市
国
保
被
保
険
者

の
方
が
受
診
券
の
交
付
対
象
と

な
っ
て
い
ま
す
。
法
に
基
づ

き
、
介
護
保
険
施
設
・
障
害
者

支
援
施
設
・
長
期
入
院
者
・
妊

産
婦
の
方
は
、
平
成
20
年
度
に

お
い
て
は
特
定
健
診
対
象
外
と

な
り
ま
す
の
で
、
受
診
券
を
発

行
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

保
険
課　

国
民
健
康
保
険
係　

☎
53

－

３
１
１
５

　

１０月２７日（月） 千頭和子美良布地区公民館

開催日 場　所 行政相談委員

１０月１０日（金）

１０月２３日（木）

樫谷雅道

森田菊恵

プラザ八王子

奥物部ふれあいプラザ

◆行政相談日程◆※時間はいずれも10時～15時

　　　　　　　　　　年金だより
　　　委託業者からの国民年金保険料納付案内について
　

　高知社会保険事務局では国民年金収納業務について、本年10

月より「株式会社　トライアイ高知支店」に民間委託し、保険

料の納め忘れ等がないよう被保険者の皆さまにご案内すること

になりました。これにより、社会保険事務所のほか、委託業者

から皆さまのご自宅にお電話させていただく場合があります。

（※土日・夜間もご案内させていただきます）

　委託業者は一般競争入札により決定し、委託を受けた事業者

は国家公務員と同様の守秘義務を課すなど情報の保護について

は「行政機関の保有する個人情報保護に関する法律」により万

全の体制をとっています。保険料の納付案内は本人および連帯

納付義務者（配偶者・世帯主）に行います。お留守の場合は、

時間帯や曜日を変えて改めてお電話します。

　また、今後は戸別訪問や文書によるご案内も予定しています。

【問い合わせ先】　保険課　医療年金係　☎５３－３１１５
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ご近所に迷惑のかからない ねこ の飼い方を心がけましょう！

　　ねこを飼うと決めたら責任と愛情を持って一生面倒をみましょう。

　　捨てねこは「動物の愛護及び管理に関する法律」により禁止されています。　

　○ねこは室内でもストレスをためずに飼うことができますので、室内飼いをおすすめします。　

　○不妊手術をすることにより、不幸な子ねこがやむを得ず処分される

　　ような、かわいそうなことがなくなります。また、発情期がなくな

　　ることで喧嘩もなくなり伝染病の感染の危険性が低下するとともに

　　乳がん等の予防にもなります。　

　○飼いねこの印として首輪をつけ、迷子になっても飼い主がわかるように、

　　名札をつけましょう。　

　○野良ねこにエサを与えるとエサを求めて他からねこが集まって来たり、

　　周囲にいろいろな迷惑をかけたり被害も大きくなります。　

　○飼っているねこが飼えなくなったときは…

　　人に譲渡するよう努め、譲渡する方のいない場合は中央東福祉保健所で引き取ることができます。

　【問い合わせ先】　健康づくり推進課　☎５９－３１５１　　　環境課　☎５３－１０６３

香美市では、合併処理浄化槽を設置する方に補助金を出していますので、ご活用ください。

【問い合わせ先】下水道課　☎５３－３１１０

　浄化槽を既に設置されている方、またはこれから設置される皆さんへ
　　　　　　　　　～10月1日は「浄化槽の日」～

　この｢浄化槽の日｣は、浄化槽の設置や管理方法等について定めている浄化槽法

が、昭和６０年１０月１日に全面施行されたことを記念して制定されました。

　合併処理浄化槽はトイレの水洗化で快適な生活が楽しめるだけでなく、きれいな

水を川などの自然に帰し、美しく豊かな自然を守ります。（トイレからの排水のみ

を処理する単独処理浄化槽の新設は、平成１３年４月から原則禁止されています）

　浄化槽は下水道と同程度の汚水処理性能を持つものですが、正しい使い方と適正

な維持管理がなされないと、本来の機能を十分に発揮することができません。合併

処理浄化槽の普及促進を図り、保守点検・清掃・法定検査をきちんと行って、美し

い自然をみんなで守っていきましょう。

　　　　　　（１）保守点検

　保守点検は浄化槽の機能を維持するために、

機器類の調整や消毒薬の補充等を４カ月に１回以

上実施します。(処理方式や処理対象人員によっ

て回数は異なります)

　保守点検は浄化槽管理士のいる登録業者に委

託して行います。

　　　　　　　（２）清掃

　浄化槽には、少しずつ水に溶けない固形物や汚

泥が溜まってきます。これをそのままにしておく

と、臭いや水質悪化の原因になります。清掃で

は、汚泥の除去、装置の清掃等を、年に１回以上

行わなければなりません。清掃は市町村の許可

業者に頼みましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３）法定検査

　浄化槽の維持管理が適正に行われ、浄化槽の機能がきちんと確保されているかを確認するのが、法定

検査です。保守点検や清掃とは別に、必ず受けなければいけません。使用開始後３～８カ月以内に行う

設置後等の水質検査と、その後、年に一回定期的に行う定期検査があります。

※高知県の指定検査機関は（財）高知県環境検査センター（☎０８８－８６０－２４００）です。


